業務委託提出書類
	
	提出書類
	提出時期
	対象業務委託
	法令･根拠
	様式

	１
	業務着手届
	契約後速やかに
	全ての業務委託
	
	

	２
	業務工程表
	契約後
１４日以内
	全ての業務委託
	守谷市建設工事施工・設計業務等の手続及び監督規定５０条
（契約約款）第３条
	第１号

	３
	業務の一部委任者・下請負人通知書
	契約後
３０日以内
	全ての業務委託
	守谷市建設工事施工・設計業務等の手続及び監督規定５０条
（契約約款）第５条
	第２号

	４
	業務主任技術者選（改）任通知書
	契約後
７日以内
	全ての業務委託
	守谷市建設工事施工・設計業務等の手続及び監督規定４７条
（契約約款）第２条
	第３号

	５
	条件変更等通知書
	随時
	該当する業務
	守谷市建設工事施工・設計業務等の手続及び監督規定５０条
（契約約款）第６条
	第４号

	６
	不可抗力による損害通知書
	随時
	該当する業務
	守谷市建設工事施工・設計業務等の手続及び監督規定５０条
	第５号

	７
	業務完了通知書
	業務完了時
	全ての業務委託
	守谷市建設工事施工・設計業務等の手続及び監督規定５１条
（契約約款）第９条
	第６号

	８
	業務計画書
【業務委託】

１.業務概要　２.実施方針　３.業務工程　４.業務組織計画　５.打合せ計画　６.成果品の内容、部数　７.使用する主な図書及び基準　８.連絡体制（緊急時含む）　９.その他
【植栽管理業務】

１．業務概要（施工数量等を含む）　２．安全管理　３．緊急時の体制及び対応　４．交通管理　５．環境対策（粉じん対策、騒音・振動対策、排水対策）　６．産廃処理計画（処理フロー図（種類，数量）、運搬経路図、運搬車両一覧表））
	契約締結後
１５日以内
	請負金額が２００万円以上の業務
	守谷市建設工事施工・設計業務等の手続及び監督規定５０条
	

	９
	産業廃棄物処理委託契約書（写）・許可証（写）
	搬出前
	産業廃棄物を搬出する業務
	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条４、令第六条の二、則第八条の四の二
	

	10
	産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ｅ票（写）
	随時
	産業廃棄物を搬出する業務
	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の三
	

	11
	作業日報
	業務（出来高）完了時
	請負金額が２００万円以上の業務
	
	

	12


	業務写真
	業務（出来高）完了時
	全ての業務委託
	
	


